
最高裁秘書第18号

令和3年1月20日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ↓’
こ
い
Ｅ

ｌ
Ｉ
ｌ

司法行政文書開示通知書

令和2年12月18日付け（同月21日受付，第020791号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和2年1 1月30日付け最高裁刑二第1545号刑事局長，総務局長通知「

記録目録及び丁数の廃止に伴う 「刑事訴訟記録の編成等について」等の改正につ

いて」 （片面で8枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話(）3 （3264） 5652 （直通）



最高裁刑二第1545号

令和2年11月30日

日本弁護士連合会事務総長殿
ｆ
ｂ
、

安東 章最高裁判所事務総局刑事局長

村田斉志最高裁判所事務総局総務局長

記録目録及び丁数の廃止に伴う 「刑事訴訟記録の編成等につい

て」等の改正について（通失ﾛ）

標記の廃止に伴い，下記の通達が別添のとおり一部改正されましたので，参考ま

でにお知らせします。

なお， これらの改正は，刑事訴訟記録にあっては目録及び丁数を廃止し， これに

伴い，記録が分冊されている場合には，記録中の証拠等関係カードの「編てつ箇所」

欄に丁数の表示に代わるものとして， 当該証拠書類等が編てつされている分冊を特

定する事項を必要に応じて記載するというもの， 医療観察事件記録にあっては記録

目録及び丁数を廃止し，資料目録及び証人等目録の各様式の「丁数」欄を削除し，

元号を令和に改めるというものです。

記

1平成12年10月20日付け最高裁総三第128号事務総長通達「刑事訴訟

記録の編成等について」

2 平成17年7月12日付け最高裁総三第000221号事務総長通達「医療観察事



、

｛

件記録の編成について」

3 平成12年8月28日付け最高裁刑二第2

達「証拠等関係カードの記載要領について」

「

78号刑事局長，総務局長依命通
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最高裁総三第227号

（訟い－O6)

令和2年11月27日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総長中村 愼

「刑事訴訟記録の編成等について」の一部改正について

（通達）

平成12年10月20日付け最高裁総三第128号事務総長通達「刑事訴訟記録

の編成等について」の一部を下記のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては,‘所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

記第3を削り，記第4を記第3とする。

付記

この通達は，令和3年1月1日から実施する。



最高裁総三第228号

（訟い－O6)

令和2年11月27日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

最高裁判所事務総長中村 愼

｢医療観察事件記録の編成について」の一部改正について

（通達）

平成17年7月12日付け最高裁総三第000221号事務総長通達「医療観察事件記

録の編成について」の一部を下記のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

1 記第2の2を次のように改める。

2 目録

目録は，資料目録及び証人等目録とし，その作成は，次の定めによる。

（1） 資料目録の様式は別紙様式第1のとおりとし，証人等目録の様式は別紙様

式第2のとおりとする。ただし，適宜な書面を引用して作成することも差し

支えない。

（2） 資料目録は，検察官等提出分，対象者等提出分及び職権分を，証人等目録

は，検察官等申出分，対象者等申出分及び職権分を作成する。

2 記第3の2を次のように改める。

2併合事件記録等の取扱い

第2の3の定めによる。
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3別紙様式第1を別紙1のように，別紙様式第2を別紙2のように改め，別紙様

式第3及び別紙様式第4を削る。

付記

この通達は，令和3年1月1日から実施する。
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(別紙1）

(別紙様式第1）

事件の表示 令和 年（医 ）第 号

資 料 目 録 （ 分）

番号

提 出

年月日等

標 目 等 備 考

● ●

■

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●



(別紙2）

(別紙様式第2）

事件の表示 令和 年（医 ）第 号

T c

証人等 目 録 （ 分）

申 出

年月日等
証人等の表

一

ホ

指定期日等

年月日 時

実
施
備 考

● ●

□
□
□

● ●

□
□
□

● ●

□
□
□

● ●

□
□
□

● ●

□
□
□

● ●

□
□
□

● ●

□
□
□



最高裁刑二第1538号

（訟い－06)

令和2年11月27日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局刑事局長安東 章

最高裁判所事務総局総務局長村田斉志

｢証拠等関係カードの記載要領について」の一部改正につい

て（依命通達）

平成12年8月28日付け最高裁刑二第278号刑事局長，総務局長依命通達「

証拠等関係カードの記載要領について」の一部を下記のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

記第2の1の(9)を次のように改める。

（9） 「編てつ箇所」欄

記録が分冊されている場合には， 当該証拠書類等が編てつされている分冊を

特定する事項を必要に応じて記載する。

付記

この通達は，令和3年1月1日から実施する。


